
引
っ
越
し
に
と
も
な
う
届
け
出
の
ほ
か
、
次
の
よ
う

な
場
合
も
届
け
出
や
連
絡
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

す
ぐ
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
水
道
の
使
用
者
や
所
有
者
が
変
わ
っ
た
と
き
（
お
名

前
が
変
わ
る
と
き
も
）

○
家
の
取
り
壊
し
な
ど
で
水
道
を
廃
止
す
る
と
き

○
長
期
間
水
道
を
使
用
し
な
い
場
合
や
、
再
度
使
用
す

る
と
き
（
長
期
出
張
・
旅
行
・
入
院
な
ど
）

水
道
料
金
の
精
算
を
し
ま
す
。
引
っ
越
し
す
る
１
週

間
く
ら
い
前
ま
で
に
、
次
の
こ
と
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。
な
お
、
ご
連
絡
の
際
は
「
お
客
さ
ま
番
号
」（
水
道

使
用
量
・
料
金
等
の
お
知
ら
せ
」
ま
た
は
「
納
入
通
知

書
兼
領
収
書
」
に
記
載
）
を
お
伝
え
い
た
だ
く
と
、
手

続
き
が
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

㈰
住
所
（
ア
パ
ー
ト
名
・
部
屋
番
号
）

㈪
氏
名
（
水
道
使
用
者
名
）

㈫
引
っ
越
し
日
（
使
用
中
止
日
）

㈬
引
っ
越
し
先
の
住
所

※
引
っ
越
し
す
る
場
合
は
、
引
っ
越
し
先
の
水
道
の
使
用
　

開
始
手
続
き
も
お
忘
れ
な
く
。

次
の
こ
と
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ア
パ
ー

ト
な
ど
の
貸
家
の
玄
関
や
ポ
ス
ト
に
入
っ
て
る
「
口
座

振
替
依
頼
用
紙
」
で
も
届
け
出
が
で
き
ま
す
。
必
要
事

項
を
ご
記
入
の
う
え
、
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
用
紙
が
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

㈰
住
所
（
ア
パ
ー
ト
名
・
部
屋
番
号
）

㈪
氏
名
（
水
道
使
用
者
名
）

㈫
引
っ
越
し
日
（
使
用
開
始
日
）

※
入
居
し
た
と
き
に
、
水
が
出
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。（
水
抜
き
栓
で
止
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

水
抜
き
栓
の
操
作
を
し
て
も
水
が
出
な
い
場
合
は
、

水
道
局
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
）

前
住
所
で
口
座
振
替
を
利
用
さ
れ
て
い
た
か
た
で
も
、

引
っ
越
し
先
の
新
し
い
住
所
で
再
度
口
座
振
替
の
手
続

き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

こ
ん
な
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

昨
年
12
月
か
ら
、
水
道
料
金
お
よ
び
下
水
道
使
用
料

を
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
お
支
払
い
い
た
だ
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
引
っ
越
し
な
ど
で
口
座
を
解
約

さ
れ
る
か
た
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
お
支
払
い

す
る
際
は
、
納
入
通
知
書
の
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る

取
扱
店
を
確
認
の
う
え
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

コ
ン
ビ
ニ
で
も
お
支
払
い
で
き
ま
す

口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
水
道
局
お
よ
び
金
融
機
関

の
窓
口
で
で
き
ま
す
。
預
・
貯
金
通
帳
、
金
融
機
関
届

け
出
印
、
お
客
さ
ま
番
号
が
わ
か
る
「
水
道
使
用
量
・

料
金
等
の
お
知
ら
せ
」
ま
た
は
「
納
入
通
知
書
兼
領
収

書
」
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
新
し
い
お
住
ま
い
の
玄
関
や
ポ
ス
ト
に
口
座

振
替
依
頼
用
紙
を
入
れ
て
お
り
ま
す
（
な
い
場
合
は
水

道
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
）。
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

水
道
料
金
の
お
支
払
い
は

便
利
な
口
座
振
替
で

水道についてのご相談・お問い合わせは、水道局サービスセンター q(823)8431

「水道の広場」では皆さまからの、ご意見・ご感想・ご質問などをお待ちしています。

宛先／〒010－0945秋田市川尻みよし町14－8 水道局総務課企画係 q(８２３)８４３４　ＦＡＸ(８２４)７４１４
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また、水道局ホームページでは水道に関するさまざまな情報を閲覧できますので、ぜひご利用ください。
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３
月
・
４
月
は
転
入
転
出
の
時
期
と
な
り
、

引
っ
越
し
が
多
く
な
り
ま
す
。
引
っ
越
し
に

と
も
な
う
水
道
の
使
用
中
止
・
使
用
開
始
の

届
け
出
は
電
話
で
で
き
ま
す
が
、
大
変
混
み

合
う
時
期
で
す
の
で
、
お
引
っ
越
し
の
１
週

間
前
ま
で
に
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

こ
の
た
び
、
水
道
法
の
改
正
に
伴
い
給
水
条

例
の
一
部
を
改
正
し
、
貯
水
槽
水
道
に
関
し
、

水
道
局
と
貯
水
槽
水
道
の
設
置
者
の
責
任
に
関

す
る
事
項
が
新
た
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

条
例
は
、
平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。

今
ま
で
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ビ
ル
な
ど
に
あ
る
水

道
法
の
規
制
対
象
と
な
ら
な
い
容
量
10
立
方
　

以
下
の
貯
水
槽
水
道
に
お
い
て
、
不
適
切
な
管

理
に
よ
り
貯
水
槽
の
水
質
が
悪
化
し
、
利
用
者

か
ら
苦
情
を
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
管
理
に
つ
い
て
徹
底
を
は
か
る
も

の
で
す
。

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
す
べ
て
の
貯
水
槽
水

道
に
つ
い
て
貯
水
槽
設
置
者
の
管
理
責
任
が
明

確
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
保
健
所
（
衛
生
行
政
）

の
指
導
に
加
え
、
水
道
局
が
貯
水
槽
設
置
者
に

清
掃
や
検
査
な
ど
適
正
な
管
理
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
貯
水
槽

水
道
の
利
用
者
へ
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

1011 広報あきた　３月14日号

マンションやビルなどの高い建物では、
水道局から供給された水をいったん受水
槽にため、これをポンプで屋上などにあ
る高架水槽にくみ上げてから、建物の利
用者に飲み水として供給しています。こ
の供給施設の総称を貯水槽水道といい、
受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般
的に貯水槽といいます。

貯水槽設置者は、安全な水の確保のた
めに、定期的に専門業者による貯水槽の
清掃と、検査機関による水質検査を受け、
適正な管理を行ってください。

◇貯
ちょ

水
すい

槽
そう

水
すい

道
どう

とは

◇貯水槽設置者の管理について

マンション、ビルなどで貯水槽水道に
よる水を利用していて、水質の異常（色、
濁り、臭い、味）に気づいた場合は、貯
水槽設置者または水道局へご相談くださ
い。

◇貯水槽水道をご利用の皆さまへ

給水方式を変更するときは水道局にお届けを!!
…無届け工事は、給水条例に違反します…

マンション、ビルなどにおいて、貯水槽を廃止
して直結給水方式に切り替える場合は、給水の安
全性確保や建物内での漏水事故などを防止するた
め、事前の調査が必要となります。切り替えを計
画するときは、必ず水道局または秋田市指定給水
装置工事事業者にご相談ください。

なお、届け出しないまま工事を行ってしまった
場合は、水道局へご連絡ください。

貯
水
槽
水
道
の
正
し
い
管
理
方
法

水道局の承認を得ないで工事をした場合は、
給水条例違反となりますのでご注意ください。

問い合わせ 水道局給水課q（８２３）８４３

使
用
中
止
す
る
と
き

使
用
開
始
す
る
と
き

市
内
で
引
っ
越
し
さ
れ
る
か
た
へ

連絡先

水
道
局サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

q（
８
２
３
）
８
４
３
１

【
受
付
時
間
】

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
な
ど
を
除
く
）

１３

２４

マンション、ビルなどの
貯水槽水道の適正な管理を

貯
水
槽
の
清
掃

１年に最低１回以上、
定期的に行う。

貯
水
槽
の
点
検

水槽にひび割れがな
いか、汚水などによ
って汚染されていな
いかなど、定期的に
検査を行う。

水
質
検
査
の
実
施

じゃ口からでる水
の水質検査を定期
的に行う。

水
の
汚
染
事
故
が

起
こ
っ
た
ら

供給する水が健康
を害するおそれが
あったら、ただち
に給水を停止し利
用者に知らせる。

？

貯水槽水道のしくみ

高架水槽

受水槽

配水管

ポンプ

水道メーター

水道局の管理責任

給水条例改正に伴い、新たに貯水槽水道の管理について
指導を行うことができるようになった範囲

貯水槽設置者の管理責任

３階

２階

１階

メ
ー

ト
ル


